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令和８年４月１日

人 事 院 事 務 総 長

「災害補償制度の運用について」の一部改正について（通知）

「災害補償制度の運用について（昭和４８年１１月１日職厚―９０５）」の一

部を下記のとおり改正したので、令和８年４月１日以降は、これによってくださ

い。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

第１１の２ 介護補償関係 第１１の２ 介護補償関係

１～３ （略） １～３ （略）

４ 規則１６―０第２８条の３の ４ 規則１６―０第２８条の３の

「人事院が定める額」は、次に 「人事院が定める額」は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それ 掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額とする。 ぞれ次に定める額とする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 常時介護を要する場合にお ⑵ 常時介護を要する場合にお



いて、一の月に親族又はこれ いて、一の月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受け に準ずる者による介護を受け

た日があるとき（その月に介 た日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介 護に要する費用を支出して介

護を受けた日がある場合に 護を受けた日がある場合に

あっては、当該介護に要する あっては、当該介護に要する

費用として支出された額が９ 費用として支出された額が８

０，７９０円以下であるとき ５，４９０円以下であるとき

に限る。） ９０，７９０円 に限る。） ８５，４９０円

（新たに介護補償を支給すべ （新たに介護補償を支給すべ

き事由が生じた月にあって き事由が生じた月にあって

は、介護に要する費用として は、介護に要する費用として

支出された額） 支出された額）

⑶ （略） ⑶ （略）

⑷ 随時介護を要する場合にお ⑷ 随時介護を要する場合にお

いて、一の月に親族又はこれ いて、一の月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受け に準ずる者による介護を受け

た日があるとき（その月に介 た日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介 護に要する費用を支出して介

護を受けた日がある場合に 護を受けた日がある場合に

あっては、当該介護に要する あっては、当該介護に要する

費用として支出された額が４ 費用として支出された額が４

５，４００円以下であるとき ２，７００円以下であるとき

に限る。） ４５，４００円 に限る。） ４２，７００円

（新たに介護補償を支給すべ （新たに介護補償を支給すべ

き事由が生じた月にあって き事由が生じた月にあって



は、介護に要する費用として は、介護に要する費用として

支出された額） 支出された額）

５～９ （略） ５～９ （略）

以 上


